
 

 

 

平成 26年 7月    

加茂川漁業協同組合 

 

引き網時期、場所制限について 

 

1.目的 

 

水産動植物の繁殖保護と期間限定で釣り場確保の為 

一部の区間において引き網漁を 1ヶ月間禁止とする。 

 

2.区域 

 

禁止区間は長瀬堰より下流～高速道路迄とする。 

7/31～8/31の区間を設置するものとする。但し 9/1～禁止解除 

 

3.期間 

 

従来通り 7/31～引き網漁は可 ただし武丈堰下流は 10/15～1ヶ月間禁止 

    追取漁は従来どおり可（禁止区間なし） 
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